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第２０回 会津美里町農業委員会定例総会議事録 

 

１．日時 令和７年７月１８日 金曜日 午後２時００分～午後２時５０分 

２．場所 会津美里町本庁舎２階 ２０３・２０４会議室 

３．委員出欠 出席委員 欠席委員 

 １番  野中 充    

 ２番  佐々木 弘則    

 ３番  眞鍋 伸太郎    

 ４番  眞部 剛    

 ５番  星 忠彦    

 ６番  松本 晋平    

 ７番  木野 光洋    

    ８番  福田 真実 

    ９番  大井 豊記 

 １０番  柴﨑 陽    

 １１番  村松 祐一    

 １２番  間舩 一男    

 推進委員  渡邉 武雄    

 推進委員  佐藤 和人    

 推進委員  元木 博人    

 推進委員  長峯 巌    

 推進委員  上野 貞二    

 推進委員  梅宮 孝    

    推進委員  佐藤 健一 

 推進委員  山内 祐太郎    

 推進委員  佐々木 宏光    

 推進委員  齋藤 武美    

       

 農業委員 １０名出席／１２名  

 推進委員  ９名出席／１０名  

４．議事録署名人 ２番  佐々木 弘則 ３番  眞鍋 伸太郎 

５．出席農業委員会事務局職員 

 事務局長 鵜川 晃 

 事務局次長 佐瀬 博巳 

 係長 新國 一弥 

 主査 廣谷 俊太郎 
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議 長 起立、礼。 

  

事 務 局 長 会議の前に、ご報告いたします。本日、８番 福田真実 委員、９番 大井豊

記 委員から欠席の届けがありました。過半数の委員が出席しておりますの

で、会議規則第７条の規定により、この総会が成立することを報告いたしま

す。なお、推進委員の佐藤健一委員が都合により欠席であります。 

 それでは、ただいまから、第 20 回会津美里町農業委員会定例総会を開会いた

します。ここで、会長よりご挨拶申し上げます。 

  

 （ 間舩会長 挨拶 ） 

  

事 務 局 長 それでは、会議規則第５条により議長を会長にお願いします。 

  

議 長 これより、本日の会議を開催いたします。 

会議規則第 15 条の規定により、議事録署名人の指名をいたします。 

２番 佐々木弘則 委員、３番 眞鍋伸太郎 委員の両名を指名いたします。 

 次に、本総会の会期は本日 1日限りとしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

  

 ― 異議なしの声 ― 

  

議 長 異議なしと認め、会期は本日 1日限りと決定しました。 

 次に会務の報告を求めます。事務局、報告願います。 

  

事務局次長 （ 会務の報告 ） 

  

議 長 ただいまの会務報告について質疑を求めます。 

  

 ― 質疑なし ― 

  

議 長 なければ会務報告を終わります。 
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【農地法第３条関係】 

議   長 それでは議事に入ります。 

議案第 68号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について を審議い

たします。事務局説明願います。 

  

事務局次長 受付番号 12 番、譲渡人は○○○○ ○○○○さん ○○歳 ○○、譲受人は 

○○ ○○○○○さん ○○歳 ○○。申請農地は○○○○○○○○○○○ 

○○○ ○ ○○○○○㎡であります。申請事由としては、譲渡人が高齢化に

よる経営縮小のため、譲受人が経営規模の拡大であります。移転時期は許可日

以降であり、価格は 10a 当たり 50,000 円となっております。権利設定は所有

権移転であります。経営状況は記載のとおりです。 

 

受付番号 13 番、譲渡人は○○○○ ○○○○○さん ○○歳 ○○○、譲受

人は○○○ ○○○○さん ○○歳 ○○。申請農地は○○○○○○○○○ 

○○○ ○ ○○○○○㎡であります。申請事由としては、譲渡人が遠方在住

のため、譲受人が相手方要望であります。移転時期は許可日以降であり、価格

は 10a 当たり 50,000 円となっております。権利設定は所有権移転でありま

す。経営状況は記載のとおりです。 

 

受付番号 14 番、譲渡人は○○ ○○○○さん ○○歳 ○○、譲受人は○○ 

○○○○さん ○○歳 ○○。申請農地は○○○○○○○○ ○ ○○○㎡

であります。申請事由としては、譲渡人が高齢化による経営縮小のため、譲受

人が経営規模の拡大であります。移転時期は許可日以降であり、価格は総額で

50,000 円となっております。権利設定は所有権移転であります。経営状況は

記載のとおりです。 

 

受付番号 15 番、譲渡人は○○ ○○○○さん ○○歳 ○○○○○、譲受人

は ○○ ○○○○さん ○○歳 ○○。申請農地は○○○○○○○○○ 

○ ○○○○○㎡であります。申請事由としては、譲渡人が資金を必要として

いるため、 

譲受人が相手方要望であります。移転時期は許可日以降であり、価格は総額で

100,000 円となっております。権利設定は所有権移転であります。経営状況は

記載のとおりです。 

 

受付番号 16 番、譲渡人は○○○○○ ○○○さん ○○歳 ○○○、譲受人

は ○○○○ ○○○○さん ○○歳 ○○○。申請農地は○○○○○○○
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○○○○ ○○○ ○ ○○○○○㎡であります。申請事由としては、譲渡人

が住宅と一体で売却するため、譲受人が移住して農業を行うため。移転時期は

許可日以降であり、価格は無償となっております。権利設定は所有権移転であ

ります。経営状況は記載のとおりです。説明は以上です。 

  

議   長 説明が終わりました。それでは、質疑に入ります。 

議案第 68号についての質疑を求めます。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 質疑なし と認め、採決いたします。原案のとおり許可することに賛成の委員

は挙手願います。 

 賛成全員と認め、議案第 68 号については、原案のとおり許可することに決定

いたしました。 

  

  

【農地法第５条関係】 

議   長 次に議案第 69 号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について を 

審議いたします。事務局説明願います。 

  

事務局次長 受付番号３番、譲渡人は○○○○○ ○○○○さん ○○、譲受人は、○○

○○ ○○○○さん ○○○○です。申請農地は○○○○○○○○○○ ○

○○ ○ ○○○○○㎡、○○○○○○○ ○ ○○○㎡、合計○○○○○

㎡です。移転時期及び価格は、許可日以降で 1㎡あたり 544 円です。移転理

由は自動車展示場用地です。工事着工及び完成年月日は、許可日から令和８

年５月 31日です。建設物の名称及び面積は、整備車両用駐車スペース ○

○○㎡、中古車用駐車スペース ○○○㎡、通路等 ○○○○○㎡。なお、

現地調査を実施しております。説明は以上です。 

  

議   長 説明が終わりました。本件については現地調査を行っておりますので、出席 

委員から報告を求めます。渡邉武雄 委員より報告願います。 

  

渡 邉 委 員 受付番号３番について、報告を申し上げます。 

令和７年７月８日 午前９時３０分から調査を行いました。出席者は、譲渡人

の代理で○の○○○○さん、譲受人の○○○○さん、申請代理人の○○○○行

政書士、関係業者の○○○○○○○○○○○○○○○さん、町農業委員会よ
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り、佐々木弘則委員と私、事務局の佐瀬次長と廣谷主査により調査を実施して

おります。転用目的は、自動車展示場用地です。付近への被害防止策ですが、

申請地は十分に転圧締めを行った上で砂利敷きとするため、土砂流出の恐れ

はありません。農業用用排水施設への影響ですが、汚水は発生せず、雨水は自

然地下浸透で処理するため影響はありません。その他、周辺農地への影響です

が、申請地は周囲を町道で囲まれているほか、西側の土地についても譲受人の

○○○○○○○となっているため、農地の分断等も発生せず、周辺農地への影

響はありません。なお、申請地の中央付近を南北に法定外道路と水路が通って

おりますが、農地転用許可後に払い下げを受けることで町と協議済みとのこ

とでした。そのうち東側の水路については現在も水が流れているため、影響が

ないよう十分注意するとのことで確認しております。以上、ご報告いたしま

す。 

  

議   長 報告が終わりました。それでは質疑に入ります。 

議案第 69号について質疑を求めます。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 質疑なしと認め、採決いたします。 

原案のとおり確認し、許可相当とする意見を付すことに賛成の委員は挙手願

います。 

  

 ― 挙手全員 ― 

  

議   長 賛成全員と認め、議案第 69 号は原案のとおり 許可相当 の意見を付すこと

に決定いたしました。 

  

  

【農用地利用集積等促進計画案への意見について（所有権）】 

議   長 

 

 

事務局次長 

 

 

 

次に、議案第 70 号 農用地利用集積等促進計画案への意見についてを審議い

たします。まず所有権移転についてであります。事務局説明願います。 

 

受付番号１番、移転する者は○○○ ○○○○さん、移転を受ける者は○○○ 

○○○○さんです。移転農地は○○○○○○○○ ○○○ ○ ○○○○○

㎡です。 

価格については、10a 当たり 500,000 円で決まりました。なお、あっせん会
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議を開催しております。 

 

受付番号２-１、移転する者は○○ ○○○○さん、移転を受ける者は○○ ○

○○○さんです。移転農地は○○○○○○○○○○ ○○○ ○ ○○○○○

㎡ です。価格については、10a 当たり 400,000 円で決まりました。なお、あ

っせん会議を開催しております。 

 

受付番号２-２、移転する者は○○ ○○○○さん、移転を受ける者は○○ ○

○○○さんです。移転農地は○○○○○○○○○ ○ ○○○○○㎡です。価

格については、10a 当たり 162,338 円で決まりました。なお、あっせん会議を

開催しております。 

  

議    長 

 

説明が終わりました。本件については、あっせん会議を行っておりますので、 

出席委員より報告を求めます。受付番号１番については 佐々木宏光 委員

より、２番については 元木博人 委員より報告をお願いします。 

  

佐々木(宏)委員 令和 7年 7月 7日午後１時 30 分より会津美里町本庁舎 2階 204 会議室におい

てあっせん会議を行いました。出席者は、大井豊記 委員と 私、事務局次長、

出し手の○○○○さんの代理人である○○○○さん、受け手の○○○○さん

であります。はじめに○○○○さんから受け手として申出があり、さらに、○

○○○さんから「地域の担い手に譲渡したいと考えているが、金額などの条件

等についてあっせんをお願いしたい。」とあっせんの申し出がありました。 

○○○○さんは○○地区で約 22ｈａの農地について水稲を経営している○○

○○○○○○○○○○○の役員として農業に従事しております。○○○○○

○○○○○○○○は認定農業者として地域計画に位置付けられており、○○

○○さんは譲渡先に適任であるので、選定調書によって選定しております。 

価格につきましては、受け手、出し手から意向を確認し、あっせん委員として、

耕地の位置、形状、これまでの売買実績を考慮し、あっせんの結果、10ａ当た

り 500,000 円で合意に至りました。以上よろしくお願いいたします。 

  

元 木 委 員 令和 7年 7月 10 日会津美里町本庁舎 2階大会議室においてあっせん会議を行

いました。出席者は、村松祐一 委員と 私、事務局次長、出し手の○○○○さ

ん、受け手の○○○○さん・○○○○さんであります。はじめに○○○○さん・

○○○○さんから受け手として申出があり、さらに、○○○○さんから「地域

の担い手に譲渡したいと考えているが、金額などの条件等についてあっせん

をお願いしたい。」とあっせんの申し出がありました。○○○○さんは○地区

で約 25.7ｈａの農地について水稲と果樹の複合経営をしております。○○○
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○さんは○地区で約 7ha の農地について水稲と果樹の複合経営をしておりま

す。お二人とも認定農業者として地域計画に位置付けられており、譲渡先に適

任であるので、選定調書によって選定しております。 

価格につきましては、受け手、出し手から意向を確認し、あっせん委員として、

耕地の位置、形状、今までの売買実績を考慮し、あっせんの結果、田について

は 10ａ当たり 400,000 円、畑については 10a 当たり 162,338 円で合意に至り

ました。以上よろしくお願いいたします。 

  

議   長 報告が終わりました。それでは、質疑に入ります。 

議案第 70号 所有権移転 について、質疑を求めます。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 質疑なし と認め、採決いたします。 

原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手願います。 

  

 ― 挙手全員 ― 

  

議   長 賛成全員と認め、議案第 70 号の所有権移転は、原案のとおり決定いたしま

した。 

  

  

【農用地利用集積等促進計画案への意見について（利用権）】 

議   長 続きまして利用権設定であります。本案件は、農地中間管理機構を通した農

地の貸借でありますので、内容の説明は省略して、審議したいと思います

が、ご異議ございませんか。 

  

 ― 異議なしの声 ― 

  

議   長 異議なしと認めます。 

それではまず、一括方式の受付番号 78 番から 108 番、110 番から 132 番、再

転貸の受付番号６番を議題といたしますので、これより質疑を求めます。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 質疑なしと認め、採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の委員は
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挙手願います。 

  

 ― 挙手全員 ― 

  

議   長 賛成全員と認め、一括方式の受付番号 78 番から 108 番、110 番から 132 番、

再転貸の受付番号６番は原案のとおり決定いたします。 

 次に、一括方式の 109 番を議題といたします。本件については、○○○○委

員が関係しておりますので、会議規則第 11 条の規定により、○○○○委員は

退席願います。 

  

 ― ○○委員 退席 ― 

  

議   長 それでは、これより質疑を求めます。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 質疑なし と認め採決いたします。 

 原案のとおり決定することに 賛成の委員は挙手願います。 

  

 ― 挙手全員 ― 

  

議   長 賛成全員と認め、一括方式の受付番号 109 番は原案のとおり決定いたします。 

  

 ― ○○委員 着席 ― 

  

議   長 ○○委員に申し上げます。本案件は、原案のとおり決定いたしました。 

  

  

【遊休農地にかかる非農地の決定について】 

議   長 次に、議案第 71 号 遊休農地にかかる非農地の決定について を審議いたし

ます。事務局説明願います。 

  

事務局次長 受付番号 1番から 6番、農地の所在は、○○○○○○○○○○○○○○です。 

地目、面積、把握日等については、一覧表のとおりです。所有者は、○○○ さ

んです。現地確認の結果、１番が農地で、そのほかは原野とすることが妥当と

の判断であります。 
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受付番号７番から 13 番、農地の所在は、○○○○○○○○○○○○○です。 

地目、面積、把握日等については、一覧表のとおりです。所有者は、○○○

さん・○○○○さん です。現地確認の結果、８番が山林で、そのほかは原

野とすることが妥当との判断であります。 

受付番号 14 番から 24番、農地の所在は、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○です。地目、面積、把握日等については、一覧表のとおりです。所有

者は ○○○○さんです。現地確認の結果、14番が山林で、そのほかは原野

とすることが妥当との判断であります。以上です。 
  

議   長 以上で説明が終わりました。 

本件は現地調査を行っておりますので、出席委員からの報告を求めます。 

番号 1 番から 13 番については上野貞二 委員より、14 番から 24 番について

は佐々木宏光 委員より報告願います。 

  

上 野 委 員  

 

非農地判断のための現地調査についてご報告を申し上げます。 

通し番号１番から６番、非農地化希望申請者は、○○○さんです。当該地につ

いては、農地法の運用について第４（２）の所有者からの申請に基づき、令和

７年６月 25 日 午前９時 30 分から現地を調査いたしました。出席者は、土地

所有者の○○○さん、調査委員は、星忠彦 委員と私、事務局から佐瀬次長と

新國係長の立ち会いにより現地調査を行いました。判断基準は、農地法の運用

について第４（４）に基づき判断いたしました。○○○○○○○○○○は、○

○集落内に位置しております。現地を精査し、申請人より聞き取りをしたとこ

ろ、当該農地は５年以上耕作をしていないが、集落内ということもあり草刈り

等の管理をしている状況でありました。よって、当該農地は、周辺及び土地の

形状からみても、平坦で管理されており、畑として復元しても利用可能な状態

と見込まれることから農地と判断いたしました。 

○○○○○○○○○○○○○○○○は、○○集落の南側の山あいに位置してお

ります。現地を精査し、申請人より聞き取りをしたところ、当該農地は高齢に

なったことにより５年以上耕作をしていないため、草木が生い茂り原野化の様

相を呈しておりました。よって、当該農地は周囲の状況からみて、農地の形状

も異形で、未整備の農地であり復元しても継続して利用することが見込まれな

い農地と判断いたしました。申請地は、隣地におきましても現況は山林・原野

であるため、他への影響はありません。○○○○○○○○○○○○○○○○に

ついては非農地・原野が妥当であると判断いたしました。 

 

通し番号７番から 13 番、非農地化希望申請者は、○○○さんです。当該地に

ついては、農地法の運用について第４（２）の所有者からの申請に基づき、令
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和７年７月２日 午後１時 30 分から現地を調査いたしました。出席者は、土

地所有者の ○○○さん、調査委員は、星忠彦 委員と私、事務局から佐瀬次

長と新國係長の立ち会いにより現地調査を行いました。判断基準は、農地法の

運用について第４（４）に基づき判断いたしました。○○○○○○○○○○○

○○は、○○集落周辺の山あいに位置しております。現地を精査し、申請人よ

り聞き取りをしたところ、当該農地は未整備の農地であり 20 年以上不耕作地

となっております。農地の形状も小さく異形で、農作業道路も狭いため、耕作

用大型機械は通行できない状況にあります。また、一部の農地は、作業道も狭

く山中に杉が植えられ、山林の様相を呈しておりました。よって、当該農地は、

周囲の状況からみて、農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地とし

て判断いたしました。申請地は、隣地におきましても現況山林・原野であるた

め、他への影響はありません。○○○○○○○○○○○は非農地・山林、外６

筆は 非農地・原野が妥当であると判断いたしました。 

以上、ご報告申し上げます。 

  

佐々木(宏)委員 

 

非農地判断のための現地調査についてご報告を申し上げます。 

通し番号 14 番から 24番、非農地化希望申請者は、○○○○さんです。当該地

については、農地法の運用について第４（２）の所有者からの申請に基づき 

令和７年７月２日 午前９時から現地を調査いたしました。出席者は、土地所

有者・○○○○さんの 法定相続人の○○○○さん、調査委員は、大井豊記 委

員と私、事務局から佐瀬次長と新國係長の出席、立ち会いにより現地調査を行

いました。判断基準は、農地法の運用について第４（４）に基づき判断いたし

ました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○は、○○集落内及び集落の周

辺の山あいに位置しております。現地を精査し、申請人より聞き取りをしたと

ころ 11 筆とも未整備の農地であり、親の代から 40 年以上耕作していないた

め、雑草が生い茂って原野化しており、一部の農地は杉が植栽されて山林化し

ておりました。また、作業道も狭く、大型耕作用機械は通行できない状況にあ

ります。よって、当該農地は、周辺の状況からみて、復元するのがかなり困難

な農地として判断いたしました。申請地は、原野と山林に囲まれているため他

の農地への影響はありません。 

通し番号 14 番の１筆を非農地・山林、そのほかの 10 筆を非農地・原野が妥当

であると判断いたしました。以上、ご報告申し上げます。 

  

議   長 説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

議案第 71号について質疑を求めます。 

  

 ― なしの声 ― 
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議   長 質疑なしと認め、採決いたします。 

原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手願います。 

  

 ― 挙手全員 ― 

  

議   長 賛成全員と認め、議案第 71 号は原案のとおり決定いたしました。 

これをもって議案の審議を終了いたします。 

  

  

【農地法第３条の３第１項の規定による届出について】 

議   長 これより、報告事項に入ります。報告事項については、事務局より一括して報

告を受け、一括質疑とする方法としたいと思いますがご異議ございませんか。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 それでは、報告第 52 号から第 55号について、事務局より説明を求めます。 

  

事務局次長 報告第 52 号は９件の届出がありました。詳細については、相続案件なので省

略いたします。 

  

  

【農地法第５条第１項第６号の規定による届出】 

事務局次長 報告第 53号については、届出１件です 

受付番号２番、譲渡人は○○○○○○ ○○○○○さん ○○○○、譲受人

は○○○○○ ○○○○○○○さん 会社員。申請農地は○○○○○○○○

○○ ○○○ 畑 ○○○㎡。権利を移転しようとする理由は一般住宅用地

です。建築物の名称及び面積は、一般住宅用地○○○㎡です。市街化区域の

届出であります。 

  

  

【合意解約について】 

事務局次長 報告第 54号、合意解約については 21 件提出されております。それぞれの理由

により、両者合意の上、解約がなされたものでありますので、詳細はお読み取
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りいただきたいと思います。 

  

  

【現況確認証明書の交付について】 

事務局次長 報告第 55号、現況確認証明書の交付については２件の申請がありました。 

 受付番号２番、申請人は、○○○○ ○○○○さん。申請地は、○○○○○○

○○○○○○○○ ○ ○○㎡であります。現地調査については、6月 17 日

に佐々木宏光委員、事務局 2 名で実施いたしました。申請地は、十数年前ま

では申請人が畑として耕作していましたが、イノシイ等の鳥獣被害の悪化に

より非耕作地となり、以降は除草等の管理も行うことができないままとなっ

ており、現況・原野であると判断いたしました。 

 受付番号３番、申請人は、○○○○○○○○さん。申請地は、○○○○○○○

○○○○○○○ ○ ○○○㎡であります。現地調査については、6月 26 日

に野中委員と事務局２名で実施いたしました。申請地は、前所有者でありま

した申請人の叔父が耕作しておりましたが、高齢により 15年以上前から耕作

されなくなり、以降は雑木が繁茂している状態となっており現況・原野であ

ると判断いたしました。 

  

議   長 以上で説明が終わりました。それでは、報告事項について質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

  

 ― なしの声 ― 

  

議   長 異議なしと認めます。以上で報告事項を終了いたします。 
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事 務 局 長 議長ご苦労様でした。それでは、閉会の言葉を職務代理者お願いします。 

  

職務代理者 本日は、お忙しいところ参集され、また慎重審議をしていただきまして誠にあ

りがとうございました 

 以上をもちまして、第 20 回会津美里町農業委員会定例総会を閉会いたします。 

  

 《  午後２時 50 分 終了  》 

  

 この議事録は、その真正なることを認め、ここに署名する。 

  

  

  

 令和７年７月１８日 

  

 議   長 

   

  （   間舩 一男   ） 

 議事録署名人  

   

  （ ２番 佐々木弘則  ） 

 議事録署名人  

   

  （ ３番 眞鍋伸太郎  ） 

   


